
                              平成２７年６月２５日 
 
       狩猟（有害鳥獣捕獲）の現状と適法ドッグマーカーの必要性 
 
１．狩猟の現状について 
（１）趣味の狩猟から社会貢献としての有害鳥獣捕獲へ大きくシフト 
  ①ここ数年は、野生鳥獣による農林業被害が毎年２００億を超えている  【資料１】 

②平成２１年度以降、大型獣（シカ、イノシシ）については、有害鳥獣捕獲としての

捕獲数が狩猟での捕獲数を逆転                       
  ②環境省の試算によれば、現状の倍以上を獲らなければ適正数を保てない 【資料２】 
 
（２）狩猟の方法について 
  ①猟具によって「網」「わな」「装薬銃」「空気銃」の４通り       【資料３】 
  ②猟犬を使うのは主として「装薬銃」による猟 
  ③有害鳥獣捕獲では、『巻狩り』という狩猟方法によることが多い    【資料４】  
 
２．ドッグマーカーとその必要性について 
  ①『巻狩り』では猟犬の活用がほぼ必須                【資料５】 
  ②無線通信による猟犬の位置把握と猟犬の吠え様把握と指示出しが効果的・効率的な

捕獲に必要                            【資料６】 
  ③また、捕獲終了時の猟犬回収にも必要～迷い犬による人身事故防止の観点からも～ 
   
３．ドッグマーカーの現状 
  ①数年前までは、外国製の適法ではないと思われる機器しか選択肢がなかった 
  ②法改正により特定小電力の動物検知システム用周波数帯が使用可能になるとともに、

出力もアップされたことで、国産の技適マーク製品も散見されるようになったが、

法的制限を主たる理由として、実際の捕獲現場においては、下記４のとおり、いま

だ実用性が不十分。                        【資料７】 
  
４．ドッグマーカーの改善要望点（法的対処を伴うと思われる点） 
  ①通信距離（山中） ：１ｋｍ未満→少なくとも２ｋｍ程度以上 
  ②チャンネル数   ：５ＣＨ（実質３ＣＨ）→少なくとも実質で２５ＣＨ以上 
  ③通信端末の位置情報：狩猟者間の人身事故防止のため、端末使用者全員の位置情報 

表示を可能に していただきたい。 
  ④狩猟者間通話   ：ドッグマーカーと 同一端末での狩猟者間通話を可能に してい

ただきたい。 
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